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≪熊本産業保健総合支援センターメールマガジン≫第156号 (令和２年６月19日)
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◇治療と仕事の両立支援相談窓口のご案内

◇「新しい生活様式」での産業保健活動

◇研修会のご案内

◇地域産業保健センターのご紹介

――――――――――――――――――――――――――――

◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━
　治療と仕事の両立支援相談窓口のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 産保センターでは治療と仕事の両立を支援するために、社労士や保健師
等の専門スタッフが、両立支援に関する研修・セミナー、事業者やがん患
者（労働者）等からの相談に対応しています。また事業者への個別訪問支
援や、患者（労働者）と事業場への個別調整支援も実施していますので、
治療と仕事の両立に困っていることなどありましたら、いつでもご連絡くだ
さい。
　さらに熊本労災病院やがん拠点病院等の医療機関と連携して、両立支
援のための相談窓口を開設しています。この4月から国保水俣市立総合
医療センターに加え、国立熊本医療センターと済生会熊本病院にも相談
窓口を開設いたしましたので、そちらへもどうぞお気軽にご相談ください。

◇ ━━━━━━━━━━━━━━━━
　「新しい生活様式」での産業保健活動
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　新型コロナウイルス感染症対策により、街並みもマスクを装着する人の
姿が標準となり、既に見慣れた光景になってきました。仕事ではテレワー
クの導入が促進されリモート会議やWeb研修、プライベートではリモート
飲み会といった新しいスタイルを見聞きすることが多くなりました。
　数年前に比べると、情報機器に接する時間がかなり増加しているように
感じます。
昨年、「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が「情報
機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」として新たに策定
されています。
　また、これからの時期、暑さが日に日に増していきます。新型コロナウ
イルス感染症対策を踏まえた熱中症対策を講じる必要があります。
　当センターでは、研修会や事業場訪問など新型コロナウイルス感染症
対策を十分に講じながら、今月から実施しております。

https://kumamotos.johas.go.jp/seminar/

　ぜひ、当センターを活用していただき、産業保健活動の活性化努めて
いただきますようお願いいたします。

　独立行政法人労働者健康安全機構では、職場における新型コロナウ



イルス感染症予防対策を推進するためのポイントとして動画教材を作成
しました。また、当センターでも、産業保健における新型コロナウイルス
感染症対策に関する相談に対応しておりますので、ご不明な点がござ
いましたら、当センターまでお問い合わせください。

　https://kumamotos.johas.go.jp/contents/news/20200618150134.html

◇ ━━━━━━━━━━━━━
　　　研修会のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 今年度の産業保健研修会を一部掲載しております。

　https://kumamotos.johas.go.jp/seminar/
、
　
〇現在申込受付中の研修会
　１　６月26日（金）14：00～16：00
　　 働く人の熱中症予防（生活習慣病対策まで視野に入れて）【産医単位：なし】
　　https://kumamotos.johas.go.jp/seminar/detail.php?id=14

　２　７月17日（金）18：30～21：00
　　　 動機づけ面接方法を学ぼう【産医単位：実地２.５】
　　　https://kumamotos.johas.go.jp/seminar/detail.php?id=15

　ぜひ、ご参加ください。

◇ ━━━━━━━━━━━━━
　地域産業保健センターのご紹介　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

産業保健総合支援センター・地域産業保健センターでは無料でさま
ざまな支援を実施しています。
特に地域産業保健センターでは、産業医の選任義務が無い労働者数
50名未満の事業場を対象に、健康診断の結果に基づく事後措置や
長時間労働者・高ストレス者に対する医師の面接指導、メンタルヘ
ルスを含めた健康相談等を実施しています。
熊本県内の地域産業保健センターは以下の７ケ所になります。

・熊本地域産業保健センター
　管轄区域：熊本市（旧植木町は除く）、宇土市、宇城市、上益城郡、
　　　　　　下益城郡

・八代水俣地域産業保健センター
　管轄区域：八代市、水俣市、八代郡、葦北郡

・有明地域産業保健センター
　管轄区域：玉名市、荒尾市、玉名郡

・人吉球磨地域産業保健センター
　管轄区域：人吉市、球磨郡

・天草地域産業保健センター
　管轄区域：天草市、上天草市、天草軍

・菊池鹿本地域産業保健センター
　管轄区域：菊池市、山鹿氏、合志市、菊池郡、熊本市のうち旧植木町



・阿蘇地域産業保健センター
　管轄区域：阿蘇市、阿蘇郡

利用申込、お問い合わせ先は下記リンク先をご覧ください。
https://www.kumamotos.johas.go.jp/areamed.shtml

************************************************************
独立行政法人 労働者健康安全機構 熊本産業保健総合支援センター
〒860-0806  熊本市中央区花畑町9-24  住友生命熊本ビル3階
TEL:096-353-5480 FAX:096-359-6506
http://www.kumamotos.johas.go.jp/
E-Mail:ksanpo43@kumamotos.johas.go.jp
************************************************************


